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入札説明書 

 

国立研究開発法人理化学研究所（以下「本研究所」という。）において行う一般競争入

札の詳細は下記のとおりとする。 

 

記 

 

１．契約担当者等 

国立研究開発法人理化学研究所 契約担当役 契約業務部長 川鍋 隆 

 

２．競争入札に付する事項 

（１）調達物品等及び数量等 

希釈冷凍機用非磁性架台装置 一式 

詳細は別紙「希釈冷凍機用非磁性架台装置」仕様書（以下「別紙仕様書」という。）

のとおり。 

（２）調達物品等の特質等   別紙仕様書のとおり。 

（３）調達物品等の履行期限 

平成３０年１１月１６日 

（４）履行場所 

別紙仕様書のとおり。 

（５）入札方法 

入札金額は調達物品等の本体価格のほか、履行場所渡しに要する一切の諸経費を含

めた額を記入すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、切

り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、競争入札に参加する者（以下「競

争参加者」という。）は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

３．入札書の提出場所及び契約条項を示す場所 

〒351-0198 埼玉県和光市広沢２番１号 国立研究開発法人理化学研究所 

契約業務部契約第１課 

ＴＥＬ：０４８－４６７－９５０８  ＦＡＸ：０４８－４６２－４６３２ 

 

４．入札説明会の日時及び場所 

開催しない。 

 

５．入札書及び提出書類の受領期限 

平成３０年８月３０日 １５時００分 

提出書類については、後記「入札に関する留意事項」を必ず参照のこと。 

 

６．入札書の郵送  可。 

ただし３．の場所へ５．の受領期限までに必着のこと。 

 



７．開札の日時及び場所 

開札日時 平成３０年９月６日 １１時００分 

開札場所 〒351-0198 埼玉県和光市広沢２番１号 

国立研究開発法人理化学研究所 研究本館３Ｆ ３４１号室 

定刻までに上記会場前のロビーに集合してください。 

 

８．入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

９．競争参加者に必要な資格 

（１）物品の製造等に係る契約において、本研究所 契約事務取扱細則第５条の規定に該当

しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結

のために必要な同意を得ている者は、同条第１項中、特別の理由がある場合に該当

するものとする。 

（２）本研究所競争契約参加資格又は国の競争参加資格（全省庁統一資格）のどちらかに

おいて、平成 30 年度に「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」の「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 

（３）別紙仕様書において定める規格・構成及び性能諸元等の特質について、競争参加

者から提出された競争参加者に必要な資格を有することを証明する書類に基づき

開札日の３日前までに当該特質を有すると判断された者であること。 

 

10．競争参加者に求められる義務 

（１）競争参加者は、封印した入札書のほかに、１９．に示す書類を受領期限までに提

出しなければならない。 

（２）競争参加者は、開札日の３日前までの間において、競争参加者に必要な資格を有

することを証明する書類に関し説明及び協議を求められた場合は、それに応ずる

義務を負うものとし、必要な場合には競争参加者に必要な資格を有することを証

明する書類の変更に応じなければならない。 

 

11．入札保証金及び契約保証金 

免除。 

 

12．入札及び開札 

（１）入札は契約の申込みとして取り扱う。 

（２）代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代

理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名して押印（外国人の署名を含

む。以下同じ。）をしておくとともに、その者に対する委任状、その他これに準ず

る書類をもって代理権のあることを証明するものとする。 

（３）入札書の記載方法 

入札は、全て入札書で行う。入札書は横書き及び楷書で明確に記載し、数字はアラビ

ア数字を用いて作成した上封印し、封皮には自己の氏名（法人の場合はその名称又は

商号）及び「何年何月何日開札、（調達物品等名）の入札書在中」と記入しなければな

らない。 



郵便により提出するときは二重封印とし、入札書を中封筒にいれて密封の上、当該中

封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記入し、外封筒の封皮には「何年

何月何日開札、（調達物品等名）の入札書在中」と記入しなければならない。  

（４）競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部

分について押印をしておかなければならない。ただし、入札金額の訂正は認めな

い。 

（５）競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができな

い。 

（６）競争参加者が入札において、次の各号の一に該当する行為があると認められたと

きは、入札から排除する。 

ア 入札に際し、不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合した者  

イ 入札に参加することを妨げた者 

（７）開札は、７．に示す日時及び場所で競争参加者又はその代理人を立ち会わせて行

う。立ち会う際、競争参加者又はその代理人は、契約担当者等に名刺を提出する

こと。 

（８）競争参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない本研究

所の職員の立会いの下に行うものとする。 

（９）競争参加者又はその代理人は、契約担当者等が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか、入札現場を退場することができない。 

 

13．入札の無効 

本公告に示した競争参加資格の無い者による入札、及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とする。 

 

14．落札者の決定方法 

（１）予定価格の制限の範囲内の金額を提示した競争参加者であって、別紙仕様書で指

定する規格・構成及び性能諸元等に適合し、採用し得ると判断した資料を提出し

た競争参加者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と定め

る。 

（２）（１）の結果、同価の入札をした競争参加者が二人以上あるときは、直ちに当該競

争参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。もし、当該競争参加者

のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これにかわって入札事

務に関係のない本研究所の職員が代行してくじを引くものとする。 

（３）落札者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。また、全ての競争

参加者が同席していない場合、日時を変更して再度入札を行うことがある。 

（４）落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して７業務日以内に、落札者を

決定したこと、落札者の氏名又は名称若しくは商号及び落札金額を、落札者とさ

れなかった競争参加者に通知するものとする。 

（５）落札者が契約担当者の定める期日までに契約書の取交しをしないときは、落札を

取り消すものとする。 

 

15．契約書作成の要否 要。 

落札者は調達物品等の履行に関する契約を、本研究所の指定する様式の書面をもって



締結するものとする。 

 

16．支払 

代金の支払は、検収終了後、適法な支払請求書により月末締切翌月末日払とする。 

 

17．契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

18．反社会的勢力の排除について 

競争参加者が次のいずれかに該当するときは、入札に参加することが出来ない。  

（１）役員等（競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められる者。  

（２）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与していると認められる者。  

（３）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められる者。  

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れる者。 

 

19．その他 

（１）提出書類 

競争参加者に必要な資格を有することを証明する書類として、後記「入札に関する留

意事項」の提出書類を全て提出すること。 

（２）技術審査 

本研究所の交付する仕様書に示す特質（規格・構成及び性能諸元等）に適合するかど

うかにつき(１)の提出書類を技術的に検討し、使用目的及び技術審査基準に適合する

と判断したものを採用可能とする。 

（３）搬入据付調整 

調達物品等の搬入、据付及び調整に要する費用は、契約金額に含まれるものとする。

なお、据付調整に要する電力・用水は、本研究所が供給する。 

（４）保証 

調達物品等の全て（競争参加者の製造に係る製品以外の物品を含む。）について、常に

所定の機能を保つように検収終了後一ヶ年間は無償保証とする。 

（５）上記のほか、本件に要する費用については、全て競争参加者又は契約の相手方が

負担するものとする。 

（６）契約に係る情報の公表：本研究所と一定の関係を有する者と契約する場合には、当

研究所からの契約者への再就職状況等について公表を行うものとする。詳細につい



ては、以下を参照のこと。 

URL：http://choutatsu.riken.jp/r-world/info/procurement/info/detail/id/000004431 

 

以 上  

  

http://choutatsu.riken.jp/r-world/info/procurement/info/detail/id/000004431


入 札 書  

件    名 

  希釈冷凍機用非磁性架台装置 一式   

 

入 札 金 額 

百  十  億  千  百  十  万  千  百  十  円  

 ,    ,    ,     

 

 

 

別紙仕様書及び入札説明書等を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。 

 

 

平成  年  月  日 

 

国立研究開発法人理化学研究所 

契約担当役 

契約業務部長 殿 

 

 

 

入札者 住 所 

 

 名称又は商号 

 

 入札者氏名                印 

 

 

 

備 考 

（１）入札金額の欄は、消費税および地方消費税額を含まない金額を記入すること。 

（２）入札者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載し、

代表者印を押印のこと。 

（３）委任を受けた代理人（受任者）が入札するときは、入札者氏名は代理人の氏名を

記載し、且つ、代理人の印を押印すること。委任状は別途提出のこと。 

 

 

  



委 任 状  

 

 

 

 

 

私は、右を代理人と定め下記の権限を委任します。 

 

 

右代理人           印 

 

 

記 

 

 

国立研究開発法人理化学研究所において行われる平成 30 年 9 月 6 日開札、 

 

希釈冷凍機用非磁性架台装置  一式  

 

の入札及び見積りに関する一切の権限 

 

平成  年  月  日 

 

国立研究開発法人理化学研究所 

契約担当役 

契約業務部長 殿 

 

 

 

委任者 住 所 

 

 名称又は商号 

 

 委任者氏名                印 

 

 

備 考 

委任者の記載欄は、法人の場合は、その名称又は商号、住所及び代表者の氏名を記載

し、代表者印を押印のこと。 



（入札を辞退する場合は本書類を提出すること） 

 

 

辞 退 書  

 

 

件     名  希釈冷凍機用非磁性架台装置 一式 

伝票番号：  18-10-21-00090716 

担当：小宮  

平成 30 年 9 月 6 日開札の標記件名の入札を辞退いたします。 

 

 

平成 年 月 日 

 

国立研究開発法人理化学研究所   御中 

 

 

 

 

辞退者 住 所 

 

 名称又は商号      社印 

 

 辞退者氏名                  印 

 

 

備 考 

辞退者の記載欄は、法人の場合は、その名称又は商号、住所及び代表者（権限を委譲

されている者含む）の氏名を記載し、代表者（権限を委譲されている者含む）印を押印

のこと。 

 

 



 

件名：希釈冷凍機用非磁性架台装置 

伝票番号： 18-10-21-00090716 

担当：小宮  

アンケート 
 

本研究所では、より多くの企業の方々に入札に参加していただく事を目的として、入札関係資

料を取得したものの、残念ながら入札に応じることができなかった企業の方々を対象として、次

のアンケートを実施し、今後の調達業務に役立てまいりたいと考えております。 

つきましては、入札をしないと判断された際は、本アンケートに回答下さいますようご協力を

お願いします。 

 

企 業 等 名：                               

 

次の質問について、いちばん適当と思われるものに○を付けてください。 

（以下、「製品」とは、サービスも意味することとします。） 

 

1. 応札しなかった理由は、次のうちどれですか。 

① 公告又は説明会の日から入札書の提出期限が短かったため。 

② 開札から納期までの期間が短かったため。 

③ 仕様書に合致する取扱製品がないため。 

④ 件名から推測して資料を取得したが、期待している内容と違ったため。 

⑤ その他（                               ） 

 

2. 公告期間について、どのようにお考えになりましたか。 

① 適当 

② 短い（  ）日が適当 

③ その他（                               ） 

 

3. 開札から納期の設定について、どのようにお考えになりましたか。 

① 適当 

② 短い（  ）日が適当 

③ その他（                               ） 

 

4. 仕様書については、どのようにお考えになりましたか。 

① 取扱製品がないのでわからない。 

② 複数の企業が対応できるはずだ。 

③ 今回の調達は、理化学研究所に既にあるものと組合せて使用する製品だが、既にあるものが

よくわからない。 

④ 限定的な仕様である。 

⑤ その他（                               ） 

 

5. 他にご希望やご意見がありましたら、別紙を添付して、その内容をいただければ幸いです。 

 

ありがとうございました。 

 
 

（別紙） 理化学研究所 契約業務部契約第１課行き 

FAX：048-462-4632 



希釈冷凍機用非磁性架台装置 

 

入札に関する留意事項 
 

１．入札説明会  開催しない。 

 

２．仕様書に関する質問事項及び照会 

国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部契約第１課小宮 宛に指定期限までに

文書にて提出してください。 

〒351-0198  埼玉県和光市広沢２番１号 

期 限    平成３０年８月２２日  １５時００分 

郵送、Ｆａｘも可 

（ただし、Ｆａｘの場合は、直ちに原本を提出すること） 

 

３．提出書類 

入札参加を希望する場合は、以下の書類（①～④）を４．の期限までに提出く

ださいますようご協力をお願いいたします（これは入札業務の円滑化のために出

来るだけ早期に提出いただくもので、最終的な提出期限は、入札書及び提出書類

の受領期限（平成３０年８月３０日）になります。よって、４．の期限以降、入

札書の受領期限までの提出を妨げるものではありません）。 

 

①参考見積書（定価から通常の値引額を記したもの） 

②応札仕様書（別紙仕様書の内容を全て満たしていると確認できるもの） 

③カタログ・図面（必要な場合のみ） 

④競争参加資格の資格決定通知書の写し 

 

４．提出先及び提出期限 

国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部契約第１課 小宮 宛 

〒351-0198 埼玉県和光市広沢２番１号 

期 限 平成３０年８月２８日  １５時００分 

部 数 各３部 

郵送でも可 

 

５．その他 

入札に関する質問等は、国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部契約第１課

小宮 宛にお問い合わせください。 

ＴＥＬ：０４８－４６７－９５０８ 

ＦＡＸ：０４８－４６２－４６３２ 

※検討の結果、ご辞退される場合には、必ず平成３０年８月３０日期限迄に添付

の辞退書およびアンケートに必要事項を記入の上、ご提出下さい（ＦＡＸ可）。 

 

以 上 
 

  



国立研究開発法人理化学研究所 

契約事務取扱細則（抜粋） 
 

（一般競争参加者の制限） 

第５条 契約担当役等は、一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当

該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号のいずれかに該

当する者を参加させることができない。 

２ 契約担当役等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認

められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが

できる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 

（１）契約の履行に当たり故意に工事、製造若しくは役務の提供を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

（２）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合したとき。 

（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

（６）その他、研究所に不正な行為をしたとき。 

（７）この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないとされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したと

き。 

３ 契約担当役等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に

参加させないことができる。 

 

 
 


